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Ⅰ 変更事由
１ 主要事業の実施に関する変更について

地球温暖化防止のための森林吸収源対策に必要な森林整備として間伐を追加することや豪雨災害に
伴う主伐箇所の減等により事業量の変更を行うものである。

また、豪雨災害等による新生崩壊、渓流荒廃の復旧のため治山事業量を変更するものである。

Ⅱ 変更事項
２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、伐採箇所

ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新箇所ごとの更新量

（１) 伐採造林計画簿
伐採・更新箇所ごとの伐採・更新面積及び方法等については、伐採造林計画簿に示すとおりであ

る。

（６）伐採総量 （単位： ㎥ 、 ｈ ａ ）

林 地 変更計
林地 画 前

区 分 主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 合 計
伐採量 以外

国 土 保 全 タ イ プ (1,070.82)
98,487 98,487

ヒノキ小面積分散型 671 9,590 10,261
水 水

アカマツ小面積分散型 2,428 2,428
源

ヒ ノ キ 長 伐 期 11,584 11,584
保 か

カ ラ マ ツ 長 伐 期 88,603 88,603
ん

ヒ ノ キ 複 層 型 12,581 12,581
全 養

天然林漸伐複層型
タ

人工林択伐複層型 1,961 1,961
林 イ

天然林択伐複層型
プ

小 計 (1,506.68)
671 126,747 127,418

計 (2,577.50)
671 225,234 225,905

森 林 と 森林空間利用タイプ 14,111 14,111
共 生 林

計 (180.49)
14,111 14,111

資源の循 ヒ ノ キ 中 径 材 769 1,179 1,948

環利用林 カラマツ中径材 14,618 167 14,785

計 (18.03)
15,387 1,346 16,733

合 計 (2,776.02)
16,058 240,691 256,749 12,251 269,000 269,000 235,000

年 平 均 (573.08)
3,122 49,889 53,011 2,489 55,500 55,500 47,000

（注）１ （ ）書は間伐面積である。
２ 年平均は、従来の年平均に当該計画変更による伐採量の増減量を残期間（年数）で除したもの

を加えて算出
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（７）更新総量
（単位：ｈａ）

水 土 保 全 林 森林と人との共生林
資源の 変更計

区 分 国土保全 水源かん養 自然維持 森林空間 循 環 合 計 画 前
計 間 利 用 計 利用林

タ イ プ タ イ プ タ イ プ タ イ プ

単層林
39.80 39.80 39.80

人 造 成

工 複層林
7.53 7.53 7.53 7.53

造 造 成

林
計 7.53 7.53 39.80 47.33 47.33

天 然
下 種 61.43 83.94 145.37 13.38 13.38 158.75 164.15

天 第 1 類

然 天 然
下 種

更 第２類

新
計 61.43 83.94 145.37 13.38 13.38 158.75 164.15

合 計 61.43 91.47 152.90 13.38 13.38 39.80 206.08 211.48
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４ 治山に関する事項
(単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ｈａ)

位 置 区 分 工 種 計 画 量 変更計画前

南信 保 全 施 設 溪 間 工 29 26
５２、５５、６０、８１、８３、
９５、９６、２３３～２３５、 （南信 13） （南信 10）
２４５～２４８、２５０、２７０、
２７３、１０１５、１０１７、
１０１８、１０２２、１０４４、
１０４５、１０５９、１０６５、
１２６３～１２６５、１４０１、
１４０２

伊那谷 （伊那谷16） （伊那谷16）
２００６、２０２２、２０６２～
２０６４、２０８３、２０８６、
２１１４、２１１６～２１１８、
２１２０、２１２１、２１２４、
２１４０、２２２６、２２３０、
２２３８、２２３９、２２４２、
２２４５、３００６～３００８、
３１５１、３１５３、３１７８～
３１８０、３２７１、３２８２、
３３０２、３３０３、３３０８、
３３１２～３３１８、３２０７、
３２１０

南信 保 全 施 設 山 腹 工 28 27
３７、５５、８０～８８、１２２、
１２４、２３３、２３４、２３８、 （南信 14） （南信 13）
２３９、２４３、２４６、２４７、
２５０、２７０、２７１、２７３、
２７４、１０１５、１０１７、
１０１８、１０２４、１０２８、
１０４３、１０４６、１０５７～
１０５９、１０６１、１０６５、
１１１９、１１２４、１１４２、
１１５２、１１６０、１２６３～
１２６５

伊那谷 （伊那谷14） （伊那谷14）
２００５、２００６、２０６０、
２１１９、２２２６、２２２９、
２２３０、２２５１、３００６、
３１６８～３１７１、３１７３、
３１７６、３１７８～３１８０、
３１８４、３２０４～３２０８、
３２１１、３２１９、３２８２、
３３０２、３３０３、３３１３～
３３１６、３３１８、３３２０

南信 保 全 施 設 そ の 他 2 2
１０４３～１０４８ (運搬路) （南信 1） （南信 1）

伊那谷 （伊那谷 1） （伊那谷 1）
３３０２、３３０３

南信 保 全 施 設 渓 間 工 12 10
１２、１７、１８、２１、３５、 （補 修）
３７、２７１、２７３、１４０６、 （南信 7） （南信 5）
１４０７

（伊那谷 5） （伊那谷 5）
伊那谷
２１０８、２１１２、２１３８、
２１４０、３３０２、３３０４、
３３１５、３３１６、３３１８
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(単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ｈａ)

位 置 区 分 工 種 計 画 量 変更計画前

南信 保 全 施 設 山 腹 工 2 1
２７０、２７１、２７３ （補 修） （南信 1）

伊那谷 （伊那谷 1） （伊那谷 1）
２１１３

南信 保 安 林 の 整 備 保 育 2,427.30 2,427.30
２、７、１２～１４、１６～２０、
３２、３４、４５～４７、５１、
５２、６４、６７、６８、７４、
７５、９６～９８、１２１～１２３、
１２５～１２７、１２９～１３３、
２８２、２８４、２８９、３０１、
３０２、３０４、３１０～３１２、
１０１１、１０１２、１０２８、
１０３１、１０５８、１０５９、
１０６１、１０６５、１１１６、
１１１７、１１２０、１１２６、
１１２７、１１３３、１１３５、
１１３６、１１３９、１１４３、
１１４６、１１５８～１１６２、
１２０１、１２４１～１２４３、
１２４７、１２４９～１２５１、
１２５５～１２６０、１２６６、
１２７７、１２８５、１２８６、
１２９７、１３０３、１４０６～
１４０８、１４１４、１４１５、
１４１７～１４２０、１４２８

伊那谷
２００７、２００８、２０２０～
２０２３、２０５３、２０５５、
２０５７～２０６２、２０６５、
２０６８、２０６９、２０７１、
２０８１、２１０４～２１０６、
２１１２、２１１３、２１１５～
２１１８、２１２４、２１２５、
２１２９、２１３１、２１３２、
２１４２～２１４４、２１４６～
２１４９、２２２９、２２３１～
２２３３、２２３６～２２３８、
２３０６～２３１０、３０１２、
３０７７、３０８０、３０９０、
３１６４～３１６６、３１７４、
３１７８、３１８３、３１８６、
３１８７、３１９６、３１９８～
３２００、３２２９、３２３１、
３２３４、３２３６、３２４１、
３２４２、３２４７、３２５０、
３２５４～３２５７、３２６１、
３２６２、３２６４、３２６６、
３２７８、３２８０、３２８３、
３２８９、３２９４～３２９９、
３３０９、３３１２
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(単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ｈａ)

位 置 区 分 工 種 計 画 量 変更計画前

保 全 施 設 溪間工（新設） 29 26

（補修） 12 10

山腹工（新設） 28 27

（補修） 2 1

そ の 他 2 2

(運搬路)

保安林の整備 保 育 外 2,427.30 2,427.30

（注）１ 保全施設の計画量「箇所数」は「単位流域」数を表す。
２ 災害復旧等緊急を要する工事については、指定箇所以外においても実行できる。


